
３ 市町教育委員会の取組状況

Ⅰ．学校に対する指導について

市町数
割合
（％）

市町数
割合
（％）

１ 29 100.0

２ 29 100.0 29 100.0 0.0

３ 29 100.0 29 100.0 0.0

４ 29 100.0 29 100.0 0.0

５ 29 100.0 29 100.0 0.0

６ 29 100.0 29 100.0 0.0

７ 29 100.0

８ 29 100.0

Ⅱ．教育委員会におけるいじめの問題への取組について

市町数
割合
（％）

市町数
割合
（％）

１．把握したらその都度、
報告を求めている

23 79.3 23 79.3 0.0

２．週に１回から月に２～
３回程度の報告を求めて
いる

0 0.0 0 0.0 0.0

３．月に１回程度の報告
を求めている

19 65.5 16 55.2 ▲ 10.3

４．その他 1 3.4 2 6.9 3.5

１０ 29 100.0 29 100.0 0.0

１１ 29 100.0 29 100.0 0.0

１２ 29 100.0 29 100.0 0.0

１３ 10 34.5 10 34.5 0.0

１３-② 10 100.0 10 100.0 0.0

いじめの問題について指導上困難な課題を抱える学
校に対して、指導主事や教育センターの専門家の派
遣などによる重点的な指導、助言、援助を行った（ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーも
含む）

９
所管の学校等に対し、いじめを把握した場合に報告
することを求めている（複数回答可）

所管の学校におけるいじめの問題の状況について、
学校訪問や調査の実施などを通じて実態の的確な
把握に努めている

学校や保護者等からいじめの報告があったときは、
その実情の把握を迅速に行うとともに、学校への支
援や保護者等への対応を適切に行っている

各学校のニーズに応じ、研修講師やスクールカウン
セラー等の派遣など、適切な支援を行っている

所管の学校の中で、年度当初から現在に至るまで
に、いじめの問題について指導上困難な課題を抱え
る学校がある

所管する学校に対し、児童生徒や保護者がいじめに
関する相談を行うことができる体制を整備するよう求
めている

所管する学校に対し、児童生徒がインターネットを正
しく安全に利用することができるようになる取組や、
保護者に対して必要な啓発を行うよう求めている

Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

増減
設問 設問内容 回答項目

市町等教育委員会 市町等教育委員会

所管の学校に対して、いじめの積極的な認知や、い
じめの定義を限定して解釈しないこと等いじめの正確
な認知について、教職員間での共通理解を図るよう
求めている

所管の学校に対して、校内での共通認識を図る等、
学校ごとに策定した「いじめ防止基本方針」に基づい
た取組がなされるよう求めてる

いじめの問題への取組について、所管の学校に対
し、「いじめ防止等の対策のための組織」を活用した
取組を行うよう求めている

所管の学校に対し、いじめを早期に発見し迅速に対
応するため、いじめの実態把握に関するアンケート
調査や面談を定期的に実施することを求めている

所管の学校に対し、いじめの問題に関する校内研修
を実施することを求めている

所管の学校に対し、いじめの問題への取組につい
て、学校評価の評価項目に位置づけるよう、また、学
校評価の結果を踏まえ、いじめの防止等のための取
組の改善を図るよう指導・助言を行っている

Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

増減
設問 設問内容 回答項目

市町等教育委員会 市町等教育委員会



市町数
割合
（％）

市町数
割合
（％）

１４ 29 100.0 29 100.0 0.0

１．管理職を対象とした
研修を実施（又は予定）

11 37.9 9 31.0 ▲ 6.9

２．生徒指導主事等生徒
指導担当教員を対象とし
た研修を実施（又は予
定）

15 51.7 15 51.7 0.0

３．初任者研修において
実施（又は予定）

4 13.8 3 10.3 ▲3.5

４．１～３以外の教員を対
象とした研修を実施（又
は予定）

7 24.1 9 31.0 6.9

５．特に実施の予定はな
い

10 34.5 9 31.0 ▲3.5

１．講義・講話形式 15 78.9 16 80.0 1.1

２．グループ協議 10 52.6 12 60.0 7.4
３．具体的な事例につい
て、ケーススタディをして
いる

3 15.8 4 20.0 4.2

４．その他 3 15.8 1 5.0 ▲ 10.8

１６ 10 34.5 10 34.5 0.0

１７ 29 100.0 29 100.0 0.0

１．チラシやカード等を作
成し、学校を通じて、児
童生徒や保護者に配布
している

29 100.0 29 100.0 0.0

２．インターネット上で周
知している

7 24.1 5 17.2 ▲ 6.9

３．その他の手段で周知
をしている

8 27.6 5 17.2 ▲10.4

４．特に周知の手段を講
じていない

0 0.0 0 0.0 0.0

１９ 29 100.0 29 100.0 0.0

２０ 29 100.0 29 100.0 0.0

２１ 27 93.1 27 93.1 0.0

２２ 22 75.9 24 82.8 6.9

１．チラシやカード等を作
成し、学校を通じて、児
童生徒や保護者に配布
している

12 54.5 14 58.3 3.8

２．インターネット上で啓
発を行っている

8 36.4 3 12.5 ▲ 23.9

３．講演会等を開催して
いる

3 13.6 5 20.8 7.2

４．その他の取組をして
いる（具体的に）

7 31.8 8 33.3 1.5

２３ 29 100.0 29 100.0 0.0

貴教育委員会において、インターネットを通じて行わ
れるいじめの問題も含め、いじめの問題への取組の
重要性の認識を広め、家庭や地域の取組を推進す
るための啓発・広報活動を積極的に行っている

２２－② 具体的にどのような取組をしているか（複数回答可）

貴教育委員会において、いじめの問題の解決のため
に、関係部局・機関と連携協力を図っている

貴教育委員会において、学校からの相談はもとより、
保護者からの相談も直接受けとめることのできるよう
な教育相談体制がある

１８

学校以外の教育相談窓口について、児童生徒や保
護者、教師に対し、周知しているか。（複数回答可）
※三重県教育委員会が配布依頼をしている「一人で
悩まずに相談しよう」を含む

教育相談の内容に応じ、学校とも連絡・協力して指導
に当たるなど、継続的な事後指導を行っている

貴教育委員会(教育センター等を含む）におけるいじ
めに関する教育相談の実施に当たって、児童相談所
や法務局などの関係機関との連携が図られている

貴教育委員会と学校やＰＴＡ、地域の関係団体等が
いじめの問題について協議をする機会が設けられて
いる

定期的なアンケート調査や個人面談の取組状況等、
いじめの問題に関する学校の取組状況を点検し、必
要な指導、助言を行っている

１５

貴教育委員会において、年度中にいじめの問題に関
する、教員を対象とした研修を実施した、又は実施す
る予定がある（複数回答可）
※県教育委員会主催の研修会は含まない

１５－②
貴教育委員会において、どのようにいじめに関する
研修を行っているか（複数回答可）

いじめの問題に関する、指導の充実のための教師用
手引き書等を作成している

Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

増減
設問 設問内容 回答項目

市町等教育委員会 市町等教育委員会



Ⅲ．学校と警察の連携について

市町数
割合
（％）

市町数
割合
（％）

２４ 29 100.0 29 100.0 0.0

２５ 29 100.0 29 100.0 0.0

ⅰ）警察署長と校長等の
各機関の代表者レベル
を主とする会議

8 27.6 8 27.6 0.0

ⅱ）教頭や生徒指導担当
教員と生活安全課や交
通課等実務者レベルの
会議

24 82.8 24 82.8 0.0

ⅲ）その他 2 6.9 3 10.3 3.4

ⅰ)年に１回 0 0.0 0 0.0 0.0

ⅱ）年に２～５回程度 21 72.4 21 72.4 0.0

ⅲ）年に６～１１回程度 6 20.7 6 20.7 0.0

ⅳ）１ヶ月に１回以上 2 6.9 2 6.9 0.0

警察との連携を円滑に行うために、学校の担当窓口
を明らかにし、警察側の担当窓口についても承知し
ている

学校警察連絡協議会を開催している

２５－②
具体的にどのように開催し
ているか

ア）構成員（複数回答可）

イ）開催回数

増減
設問 設問内容 回答項目

市町等教育委員会 市町等教育委員会

Ｈ２９年度 Ｈ３０年度


